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１ 審議概要 

 

１．１ 審議の背景 

 

放送ネットワークの強靭化に関する検討会中間取りまとめ（平成 25年７月 17

日）を踏まえ、総務省では、ＡＭラジオ放送の難聴対策や災害対策のため、Ｆ

Ｍラジオの周波数（76MHzから 95MHz）を利用したＦＭ補完中継局の制度整備を

行い、平成 26年５月から当該ＦＭ補完中継局の免許手続きを進めているところ

である。 

さらに、当該中間取りまとめにおいてラジオネットワークの強靭化を図る観

点から、以下の点が指摘された。 

 

（１）従来、ＡＭラジオの番組中継回線として利用されてきたＶＨＦ帯ＳＴＬ

／ＴＴＬ※の周波数（60MHz、160MHz）を一層活用することとし、コミュニテ

ィ放送などのＦＭラジオ放送の番組中継回線としてステレオ放送の中継を可

能にすること。 

※ＳＴＬ：Studio to Transmitter Link ＴＴＬ：Transmitter to Transmitter Link 

 

（２）リアス式海岸地域や山間地等においてＦＭラジオ放送（ＦＭ補完中継局

を含む）の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するため、その対

策としてＦＭラジオ放送用周波数を利用したラジオのギャップフィラーの導

入を進めること。 

 

上記を踏まえ、放送用ＳＴＬ／ＴＴＬ回線の高度化、ラジオのギャップフィ

ラーの整備のための技術的条件の検討を開始した。 
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１．２ 審議に際しての考え方 

 

（１）ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの基本的考え方 

 ＳＴＬ／ＴＴＬとは、放送波中継に代わる番組中継の手段として、放送局の

演奏所と送信所を結ぶ番組中継回線（ＳＴＬ：Studio to Transmitter Link）

又は送信所と送信所を結ぶ番組中継回線（ＴＴＬ：Transmitter to Transmitter 

Link）のことをいう。このうち、ラジオ番組等を中継する音声ＳＴＬ／ＴＴＬ

は、ＦＭ放送事業者やＡＭ放送事業者のほか、コミュニティ放送事業者等によ

り使用されている。（図１参照） 

 

 

図１ ＳＴＬ／ＴＴＬのイメージ 

 

音声ＳＴＬ／ＴＴＬは、これまで主にＡ帯（3,400 MHz～3,456MHz）が使用さ

れてきたほか、デジタル方式による音声ＳＴＬ／ＴＴＬとしてＭ帯（6,570 MHz

～6,870MHz）又はＮ帯（7,425 MHz～7,750MHz）が使用されており、また、アナ

ログ方式による音声ＳＴＬ／ＴＴＬとして 60MHz帯又は 160MHz帯が使用されて

いる。 

 このうち、Ａ帯を使用する音声ＳＴＬ／ＴＴＬについては、3.5GHz 帯への第

４世代移動通信システムの導入に伴い、周波数再編アクションプランに基づき、

最長で平成 34年 11月末までにＭ／Ｎ帯に周波数移行を行うこととされている 1。

1 総務省報道発表「周波数再編アクションプラン（平成 26 年 10 月改定版）」の公表（平成

26年 10月 15日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000144.html 

なお、960MHz 帯（958 MHz～960MHz）を使用する音声ＳＴＬ／ＴＴＬがあるが、平成 27

年 11月末までにＭ／Ｎ帯に周波数移行を行うこととされている。ただし、Ｍ／Ｎ帯への周

放送局

（演奏所）

FM親局
（ステレオ放送）

中継局

中継局
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現在、設備更新に合わせて、アナログ方式からデジタル方式へ順次移行が行わ

れており、デジタル方式による音声ＳＴＬ／ＴＴＬがＭ／Ｎ帯で使用されてい

る。 

 しかし、Ｍ／Ｎ帯を使用するデジタル方式による音声ＳＴＬ／ＴＴＬ（以下

「Ｍ／Ｎ帯デジタル音声ＳＴＬ／ＴＴＬ」という。）の無線設備等を設置するた

めには強靱なアンテナ鉄塔等が必要となる。 

そこで、コミュニティ放送事業者等が、小規模な送信所向けの番組中継回線

として、より容易に音声ＳＴＬ／ＴＴＬの無線設備等を設置することができる

よう、60MHz 帯又は 160MHz 帯といったＶＨＦ帯を使用するデジタル方式による

音声ＳＴＬ／ＴＴＬ（以下「ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬ」という。）を導

入するものである。 

また、放送局の中継局間の距離が遠い場合や、国立公園や国定公園などをま

たぐような場合等、マイクロ波帯を使用する音声ＳＴＬ／ＴＴＬを中継局間の

中間地点に設置できず番組中継を行うことができない際に、ＶＨＦ帯デジタル

ＳＴＬ／ＴＴＬを利用することが求められる。 

このように、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬは、コミュニティ放送事業者

やＦＭ放送事業者等が使用するものとして、コミュニティ放送やＦＭ放送等の

番組を中継するステレオ音声の中継が可能なものであることが求められる。 

また、ＡＭ放送事業者等が使用するものとして、ＡＭ放送の番組を中継する

モノラル音声の中継が可能なものであることが求められる。 

 

（２）ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの使用周波数帯 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬで使用することのできる周波数帯は、現行

のアナログ方式による 60MHz 帯（54MHz～68MHz）又は 160MHz 帯（162.5MHz～

169MHz）の音声ＳＴＬ／ＴＴＬと同一とし、周波数共用を図ることにより、周

波数有効利用に資することができる。 

ただし、周波数有効利用の観点からは、既存の割当て可能な周波数を有効に

使用することが求められるため、音声ＳＴＬ／ＴＴＬは、原則としてＭ／Ｎ帯

を使用することとし、Ｍ／Ｎ帯では安定した回線が確保できない等の場合には、

60MHz帯又は 160MHz帯を使用することが適当である。 

 

（３）ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの要求条件 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬを使用することで、放送事業者は放送対象

地域において同一周波数によりＦＭ放送やＡＭ放送が提供することができるよ

うになる。すなわち、同期放送が可能となるよう、高品質な音声番組等を低遅

波数移行が困難な場合は、60MHz帯又は 160MHz帯に周波数の移行を図ることとされている。 
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延で伝送することが要求条件として求められる。 

 こうした要求条件を満足する音声圧縮方式として、サブバンドＡＤＰＣＭに

よる伝送を基本とするが、他の方式であっても要求条件を満たすものであれば、

サブバンドＡＤＰＣＭに限定しない。 

  

4 
 



 

１．３ ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの伝送モデル 

 

 伝送を行う目的や地理的条件等を鑑み、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの

回線ルートとして、以下の伝送モデルが考えられる。 

 

（１）標準モデル 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの回線ルートの標準モデルとして、演奏所

から送信所まで（又は送信所から送信所まで）の比較的短距離な一区間をＶＨ

Ｆ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬで結ぶモデルが考えられる。（図２参照） 

 

図２ 標準モデル 

 

 伝送距離は、伝送を行う目的や地理的条件等により放送事業者ごとに異なる

ものの、例えば放送対象地域が狭小なコミュニティ放送の場合、数ｋｍから 20

ｋｍ程度となると考えられる。 

また、県域を放送対象地域とするＦＭ放送の場合、現行のアナログ方式によ

る 60MHz帯又は 160MHz帯の音声ＳＴＬ／ＴＴＬにおいては、伝送距離が 20ｋｍ

を超える回線ルートが全体の約３割あるが、約７割は伝送距離が 20ｋｍ以下の

回線ルートである。 

したがって、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの標準区間を 20ｋｍとするこ

とが適当である。この際、演奏所と送信所は見通し内にあることが多いと考え

られる。しかし、見通し外となる回線ルートも考えられることから、見通し外

においては、回折損失や遮へい損失を考慮し、適切なマージンのある空中線電

力等を規定することが求められる。また、海上伝搬の考慮も行う必要がある。 

 

（２）長距離モデル 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの回線ルートとして、演奏所から送信所ま

で（又は送信所から送信所まで）の比較的長距離な一区間をＶＨＦ帯デジタル

ＳＴＬ／ＴＴＬで結ぶモデルが考えられる。（図３参照） 

 

中継局１ 演奏所
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図３ 長距離モデル 

 

単一ルート／長距離の場合、演奏所から送信所までを結ぶＳＴＬ回線のほか、

送信所から送信所までを結ぶＴＴＬ回線として、見通し外の回線ルートや海上

伝搬を行うルートに用いられることが考えられることから、単一ルート／短距

離の伝送モデルと同様に、回折損失や遮へい損失を考慮することが適当である。 

 

（３）多段ルート 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの回線ルートとしては、単一ルートの他に

多段ルートを構築するモデルが考えられる。（図４参照） 

 

 
 

図４ 多段ルート（その１） 

 

 図４に示すように、中継局１から中継局２にＴＴＬ回線として、放送番組を

多段に伝送するモデルの他、中継局１から先の複数の中継局へと１対多に伝送

する場合も想定される。 

 基本的には、各中継局で復調を行った上で再生中継を行う伝送が行われると

考えられることから、各区間においては、単一ルートの伝送モデルで検討する

方法と同様に、空中線電力等を設定することが適当である。 

 また、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの回線ルートを全体として多段する

ことで、多段ルートが長距離となる伝送モデルも考えられる。（図５参照） 

中継局１ 演奏所

演奏所中継局１中継局２
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図５ 多段ルート（その２） 

 

 このような伝送モデルの場合においても、効率的に中継局を置局することで、

適切な空中線電力等を設定することが適当である。 

  

中継局１

演奏所中継局２

中継局３
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１．４ ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの技術的条件 

 

（１）使用周波数帯 

ＶＨＦ帯アナログＳＴＬ／ＴＴＬでも使用されている 60MHz帯（54MHz～68MHz）

又は 160MHz帯（162.5MHz～169MHz）とすることが適当である。 

 

（２）通信方式 

 単向通信方式とすることが適当である。 

 

（３）変調方式 

 周波数有効利用の観点から多値化し、Ｍ／Ｎ帯デジタル音声ＳＴＬ／ＴＴＬ

と同等の変調方式とすることが望ましい。 

 したがって、変調方式は６４ＱＡＭを基本とし、３２ＱＡＭ、１６ＱＡＭ及

びＱＰＳＫの各方式を備えることも可とすることが適当である。ただし、６４

ＱＡＭ方式以外の方式は、伝搬路状況等により回線断を生じる可能性がある場

合に他回線への干渉量を増加させない限りにおいて使用することが適当である。 

 

（４）復調方式 

変調方式としてＱＡＭ方式を採用する場合、ＱＡＭ方式の復調方式としては、

同期検波方式及び遅延検波方式が考えられる。遅延検波方式では遅延された搬

送波を検波の基準波とするため、復調に使用する基準搬送波には受信Ｃ／Ｎの

劣化分が含まれる。一方、同期検波方式では受信側で再生した搬送波を基準と

して復調するため基準信号には受信Ｃ／Ｎの劣化分が含まれず、遅延検波方式

より優れている。 

したがって、復調方式は同期検波方式を基本とすることが適当である。 

 

（５）伝送容量 

 音声ステレオ信号をサブバンドＡＤＰＣＭ方式により音声圧縮し、補助情報

（誤り訂正符号等）を付加した場合、伝送容量は 480kbps以下となる。 

 したがって、伝送容量は 480kbps 以下とすることが適当である。 

 

（６）クロック周波数 

 周波数の有効利用の観点から、（３）の変調方式に示した６４ＱＡＭ（６ビッ

ト）で（５）の伝送容量を確保するためには、クロック周波数は 80kHz 以下と

することが適当である。 
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（７）空中線電力の最大値 

 現行のアナログ方式による 60MHz帯又は 160MHz帯を使用する音声ＳＴＬ／Ｔ

ＴＬとの共用を図りつつ、標準区間（20ｋｍ程度）での伝送を可能とするため、

空中線電力の最大値は５Ｗとすることが適当である。 

 回線設計を行うに当たっては、所要フェージングマージンを考慮することと

し、さらに、見通し外の伝搬においては、回折損失や遮へい損失を見込むこと

とする。 

 なお、20ｋｍを超える長距離区間での伝送を行うときは、多段中継による伝

送を行うなど、空中線電力の最大値（５Ｗ）の範囲内において回線設計を行う

こととする。 

 

（８）偏波 

 現行の放送事業用、既存業務用固定局との共存を前提として、水平偏波又は

垂直偏波による直線偏波とすることが適当である。 

 

（９）占有周波数帯幅の許容値 

占有周波数帯幅は、クロック周波数とロールオフ率から求められる。周波数

の有効利用から、480kbpsの最大伝送容量を確保しつつ隣接チャネルとの周波数

共用を図るためには、ロールオフ率を小さくすることが求められる。（５）の伝

送容量を確保した上でロールオフ率を 0.2 以下とすると、占有周波数帯幅は

96kHz以下となる。 

したがって、占有周波数帯幅の許容値は 96kHzとすることが適当である。 

 

（１０）補助信号の伝送方式 

補助信号の用途及びその伝送容量は放送事業者及び回線ごとに異なっており、

一義的にその伝送容量を規定できないため、必要に応じて、（５）の伝送容量に

収まる範囲で、ラジオ同期放送用信号、送信所内の放送機器及び設備機器の制

御信号等を補助信号として伝送できるものとすることが適当である。 

 

（１１）自動等化器 

多値ＱＡＭ方式においては、安定した伝送品質を確保するために自動等化器

を使用することが一般的であり、Ｍ／Ｎ帯デジタル音声ＳＴＬ／ＴＴＬにも使

用されている。 

したがって、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬについても、自動等化器によ

る波形歪補償を行うことが適当である。 
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（１２）交差偏波干渉補償器（ＸＰＩＣ) 

垂直／水平偏波を使用した同一チャネル伝送を行わないため、交差偏波干渉

補償器については規定しない。 

 

（１３）誤り訂正機能 

装置の残留符号誤りの低減等、回線品質向上のため、誤り訂正機能は必須で

ある。 

したがって、誤り訂正機能を有することが適当である。 

 

（１４）中継方式 

周波数の有効利用を確保した上で、各事業者が構築する回線の信頼度を十分

確保するためには、検波再生中継方式とすることが適当である。 

ただし、検波再生中継方式によることが置局条件等により困難と認められる

場合には、回線設計及び回線品質の条件を満足する範囲において、非再生中継

方式を用いることができる。 

 

（１５）無給電中継方式 

Ｍ／Ｎ帯デジタル音声ＳＴＬ／ＴＴＬでは反射板等による無給電中継方式を

使用することができるとされているが、波長の長いＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／

ＴＴＬにおいては、物理的条件より無給電中継方式は実用的ではなく、使用し

ないこととすることが適当である。 

 

（１６）スペースダイバーシチ 

Ｍ／Ｎ帯デジタル音声ＳＴＬ／ＴＴＬでは、他回線との干渉軽減及び周波数

有効利用を図るためにも、伝送路条件が厳しい回線において他回線との干渉を

軽減する等周波数の有効利用が図ることができる場合は、スペースダイバーシ

チを使用することができるとされている。 

ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬにおいても同様に、他回線との干渉を軽減

する等、周波数の有効利用を図ることができる場合は、スペースダイバーシチ

を使用することができる。 

 

（１７）回線設計（受信入力） 

 60MHz 帯又は 160MHz 帯を使用する音声ＳＴＬ／ＴＴＬにあっては、既存業務

用回線と放送事業用回線とが互いに干渉せず、周波数の有効利用を図りつつ、

回線を構築する必要がある。 
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ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬについては、-72ｄＢｍを最低受信入力電力

とし、異ルートからの干渉妨害を軽減する観点から所要フェージングマージン

の１／２を加算した値を標準受信入力とすることが適当である。また、最大受

信入力電力は、-52ｄＢｍとすることが適当である。 

したがって、受信入力電力（設計値）は、表１のとおりとすることが適当で

ある。 

 なお、このとき、受信入力は、表１に示す標準受信入力の値±３ｄＢの範囲

内の値とし、海上伝搬等回線構成上やむを得ない場合には、他回線との干渉を

考慮し、表１に示す最大受信入力を上限とする受信入力を設定できることとす

る。 

 

表１ 受信入力（設計値） 

標準受信入力（ｄＢｍ） 最大受信入力（ｄＢｍ） 

-72＋Ｆｍｒ／２  -52 

  注：Ｆｍｒ：所要フェージングマージン 

 

（１８）回線設計（回線品質） 

回線断となった場合のネットワーク全体の影響を鑑み、現行のＶＨＦ帯アナ

ログＳＴＬ／ＴＴＬの回線信頼率（99.9％）を踏まえ、ＶＨＦ帯デジタルＳＴ

Ｌ／ＴＴＬにおける回線瞬断率の許容値は、距離によらず一定とし 0.1％とし、

一区間あたり回線信頼率は 99.9％とすることが適当である。 

 

（１９）等価等方輻射電力の制限値 

 ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの運用形態を鑑みれば、等価等方輻射電力

の制限値については特段規定しないことが適当である。 

 

（２０）混信保護 

ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬは、現行のアナログ方式による音声ＳＴＬ

／ＴＴＬとの周波数共用を図るほか、他の無線局との周波数共用を図る必要が

ある。 

したがって、ある特定の干渉に対してそれぞれ混信保護値を設定するととも

に、その総和を規定することにより回線の良否を判断することが適当である。 

ア 混信保護値 

混信保護値は、既存業務用の各変調方式相互間で用いられているものを適

用することが適当である。混信保護値（１波あたりの干渉波電力に対する搬

送波電力対干渉波受信電力比又は全干渉波電力の総和に対する搬送波電力
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対干渉波受信電力比のいずれか）は表２の値を満足することが適当である。 

 

表２ 混信保護の許容値 

１波あたりの干渉波電力に対する値（ｄＢ） 全干渉波の総和に 

対する値（ｄＢ） 同一経路 異経路 

39.8 

（平常時） 

35.8＋Ｆｍｒ 

（平常時） 

31.3 

（フェージング時） 

注：Ｆｍｒは所要フェージングマージン 

  全干渉波の総和に対する混信保護値[C/Ia]は別紙１により求める。 

 

イ 干渉軽減係数（ＩＲＦ） 

各方式間の組合せ及びそれらの干渉軽減係数（ＩＲＦ）を別紙２に示す。 

 

（２１）搬送波電力対熱雑音電力比 

 外符号にリードソロモン符号を使用する場合、リードソロモン復号前にビッ

ト誤り率が１×10-4以下となっていれば、リードソロモン復号によりビット誤り

率１×10-11以下の疑似エラーフリー状態にできる。この場合、６４ＱＡＭでは、

所要Ｃ／Ｎは 28.3ｄＢとなることから、Ｃ／Ｎ配分により搬送波電力対熱雑音

電力比は 31.5ｄＢとなる。 

したがって、搬送波電力対熱雑音電力比は 31.5ｄＢ以下とすることが適当で

ある。 

 

（２２）周波数の許容偏差 

周波数の許容偏差は、いかなる場合においてもスペクトルマスクが隣接チャ

ネルにかからない値とすることが適当である。 

最大伝送容量 480kbpsの場合、クロック周波数を 80kHz、ロールオフ率を 0.2

とすると、スペクトル帯域幅は 96kHz となる。チャネル間隔が 100kHz の場合、

隣接チャネルとのガードバンドは 2kHzとなり、周波数の許容偏差を 10×10-6と

規定した場合、60MHz 帯又は 160MHz 帯においてスペクトルマスクが隣接チャネ

ルにかからない値となる。 

無線設備規則別表第１号において、60MHz帯固定局のうち、１Ｗ以下のものは

20×10-6、１Ｗを超えるものは 10×10-6とされており、160MHz 帯固定局のうち、

１Ｗ以下のものは 15×10-6、１Ｗを超えるものは 10×10-6とされているが、ＶＨ

Ｆ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの機器設計において周波数の許容偏差を一律 10×

10-6とすることは可能である。 

したがって、周波数の許容偏差は、10×10-6とすることが適当である。 
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（２３）送信電力スペクトル特性 

周波数の有効利用を図るため、スペクトルはできるだけ低減する必要がある。

平行回線での隣接及び隣々接チャネルの使用を考慮し、スペクトルマスクの許

容値は以下のとおりとすることが適当である。 

f0±50kHzにて-37ｄＢ以下 

f0±150kHzにて-48ｄＢ以下 

f0：中心周波数 

 

（２４）送受信ろ波特性 

送受信ろ波特性は、以下のとおりとすることが適当である。 

ア 送受信高周波ろ波特性 

表３に示す値以上減衰するものとすることが適当である。 

 

表３ 送受信高周波ろ波特性 

周波数偏差 3MHz 5MHz 10MHz 

減衰量 10ｄＢ 20ｄＢ 28ｄＢ 

 

イ 等価送信ろ波特性 

送信電力スペクトル特性とも関係するものであり、表４に示す値以上減衰す

るものとすることが適当である。 

 

表４ 等価送信ろ波特性 

周波数偏差 50kHz 150kHz 3MHz 10MHz 

減衰量 37ｄＢ 48ｄＢ 48ｄＢ 60ｄＢ 

 

ウ 等価受信ろ波特性 

等価受信ろ波特性は、隣接チャネルでの平行回線、同一空中線使用、隣々接 

チャネルでの使用も考慮した、表５に示す値以上減衰するものとすることが適

当である。 

 

表５ 等価受信ろ波特性 

周波数偏差 50kHz 150kHz 3MHz 10MHz 

減衰量 37ｄＢ 48ｄＢ 48ｄＢ 60ｄＢ 
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（２５）等価雑音帯域幅、雑音指数 

等価雑音帯域幅は、デジタルフィルタを構成するＰＬＤ（プログラマブルロ

ジックデバイス）の進歩により理論値に近似できるデジタルフィルタが容易に

入手（設計）できる状況にあるため、クロック周波数の値と同じとすることが

適当である。 

また、雑音指数は、現在の受信装置の実力値及び標準受信入力での十分な回

線信頼度を確保するため、以下のとおりとすることが適当である。 

等価雑音帯域幅は、80kHz以下とする。 

雑音指数は、５ｄＢ以下とする。 

 

（２６）総合伝送特性 

ロールオフ率αは 0.2 以下を使用することが適当であり、次式を満たすよう

なαを選ぶことが適当である。 

Δf（α）≦96kHz 

ここで、Δf（α）はスペクトル帯域幅であり、次式で定義される。 

Δf（α）＝ｆｃ(1＋α） 

（ｆｃ：クロック周波数） 

 

（２７）送受信空中線特性 

 送受信空中線特性は、他回線との干渉に大きく影響し、与干渉、被干渉を考

える上で重要である。周波数利用効率を高める観点から、可能な限り良好な指

向性をもつ送受信空中線を使用することが望ましいが、送受信空中線特性の制

限値については、特段規定しない。 

 

（２８）交差偏波識別度 

ＶＨＦ帯では電波伝搬において大地反射等による干渉が大きく、偏波の識別

度が劣化するため、交差偏波識別度については、特段規定しない。 

 

（２９）フェージングマージン 

伝送路途中で発生するフェージングによる減衰は、回線品質に大きな影響を

与えるため、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬにおいても、回線設計上、フェ

ージングについて考慮することが適当である。 

ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬの所要フェージングマージンの算出方法は、

現行のＶＨＦ帯アナログＳＴＬ／ＴＴＬでも用いられている電波法関係審査基

準別紙２第２の４（13）「アナログ方式を使用する固定局」のフェージング損失

の算出方法を踏まえ、伝搬距離ｄ（ｋｍ）を用いて、0.2×ｄ＋６（ｄＢ）とす
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ることが適当である。 

 

（３０）電波の型式 

ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬは、（３）の変調方式に示すとおり、６４Ｑ

ＡＭ、３２ＱＡＭ、１６ＱＡＭ及びＱＰＳＫの各方式によることができること

から、電波の型式はＤ７Ｗ又はＧ７Ｗとすることが適当である。 

なお、音声信号のみを伝送する場合は、Ｄ１Ｅ、Ｄ７Ｅ、Ｇ１Ｅ又はＧ７Ｅ

とすることが適当である。 

 

（３１）スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 

 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、無線設備規則第７条に基づ

く無線設備規則別表第３号２（１）においてＶＨＦ帯を使用する固定局につい

ての許容値が規定されており、ＶＨＦ帯デジタルＳＴＬ／ＴＴＬについても、

同様に表６のとおりとすることが適当である。 

 

表６ スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 

周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるス

プリアス発射の強度の

許容値 

スプリアス領域にお

ける不要発射の強度

の許容値 

60MHz帯 １Ｗを超え

るもの 

１ｍＷ以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 80ｄＢ低い値 

基本周波数の搬送波

電力より 60ｄＢ低い

値 

１Ｗ以下 100μＷ以下 50μＷ以下 

160MHz帯 １Ｗを超え

るもの 

１ｍＷ以下であり、か

つ、基本周波数の平均

電力より 60ｄＢ低い値 

基本周波数の搬送波

電力より 60ｄＢ低い

値 

１Ｗ以下 100μＷ以下 50μＷ以下 

注：参照帯域幅は、100kHzとする。 

 

（３２）空中線電力の許容偏差 

 無線設備規則第 14条 18に基づき、上限 20％、下限 50％とすることが適当で

ある。 

 

（３３）電波防護指針への適合 

電波防護指針への適合については、特段問題ないものと考えられる。  
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１．５ 測定法 

 

測定に使用する変調入力信号は特別の規定がない限り、データ端末から与え

られた標準符号化試験信号とするか又は装置内部で発生した標準符号化試験信

号とする。 

なお、専用の動作モード（テスト・モード）がある場合はそれによる。 

 

１．５．１ 送信装置 

 

（１）占有周波数帯幅の許容値 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときに得られるスペクトル分

布の全電力を、スペクトルアナライザ等を用いて測定し、スペクトル分布の上

限及び下限部分におけるそれぞれの電力和が、全電力の 0.5％となる周波数幅

を測定すること。 

なお、標準符号化試験信号での変調が不可能な場合は、通常運用される信号

のうち占有周波数帯幅が最大となる信号で変調をかけること。 

 

（２）スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 

ア スプリアス発射の強度 

変調はテスト・モードの設定で無変調搬送波を発生させ、スペクトルアナ

ライザを用いて測定するものとする。ただし、運用状態において無変調とな

らない場合は、スプリアス発射の強度については試験を省略することができ

る。 

 

イ 不要発射の強度 

占有周波数帯幅を測定する変調状態にして、スペクトルアナライザを用い

て平均電力（バースト波にあっては、バースト内の平均電力）を測定する。

なお、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は、技術的条件で定められた参

照帯域幅に設定すること。 

ただし、精度を高めるため、分解能帯域幅を狭くして測定してもよく、こ

の場合、不要発射の強度は、分解能帯域幅ごとの測定結果を参照帯域幅に渡

り積分した値とする。 
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（３）空中線電力の許容偏差 

フレーム構造を含む変調された連続波とし、音声あるいはデータ伝送用に規

定されるフレーム内領域について、標準符号化試験信号を入力して、平均電力

（バースト波にあっては、バースト内の平均電力）を測定する。 

 

（４）周波数の許容偏差 

無変調波を送出してこれを周波数計で測定する。ただし、無変調にできない

場合は、フレーム構造を含む変調された連続波として測定することができる。

この場合、音声あるいはデータ伝送用に規定されるフレーム内領域について標

準符号化試験信号を入力し、波形解析器等を用いて測定する。 

 

１．５．２ 受信装置 

 

（１）基準感度 

希望入力信号として標準符号化試験信号で変調した規格感度レベルの信号

を加えたとき、各変調方式に対応する最大伝送レート時の伝送ビット数に対す

るビット誤り率が 1×10-4以下となること。 

 

（２）スプリアス・レスポンス 

標準符号化試験信号で変調した規格感度＋３ｄＢの希望波と、スプリアス・

レスポンス規格値分の希望波より高いレベルの妨害波を加えたとき、各変調方

式に対応する最大伝送レート時の伝送ビット数に対してビット誤り率が 1×

10-4以下となること。この場合、妨害波は無変調とする。 
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別紙１ 

 

全干渉波の総和に対する混信保護値 

 

全干渉波の総和に対する混信保護値［C/Ia］は次式により求める。 

 

[C/Ia] = −10 × log��10−(C/Ii)/10
m

i=1

+ �10−(C/Ij)/10
n

j=1

� 

 

m：同一経路の妨害波の数 

C/Ii：希望波と同一経路の i 番目の妨害波による搬送波電力対干渉波受信電力

比［dB］ 

C/Ii=D/Ui+IRFi 

D/Ui：希望波と同一経路の i 番目の妨害波による希望波受信電力対妨害波受信

電力比［dB］ 

IRFi：希望波と同一経路の i番目の妨害波間の干渉軽減係数［dB］ 

n：異経路の妨害波の数 

C/Ij：希望波と異経路の j 番目の妨害波による搬送波電力対干渉波受信電力比

［dB］ 

C/Ij=D/Uj+IRFj 

D/Uj：希望波と異経路の j 番目の妨害波による希望波受信電力対妨害波受信電

力比に所要フェージングマージンを差し引いた値［dB］ 

IRFj：希望波と異経路の j番目の妨害波間の干渉軽減係数［dB］ 

なお、妨害波の回折損失が認められる場合には、電波法関係審査基準別紙１

別図第 23号及び別図第 24号により求め加算する。 
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別紙２ 

 

干渉軽減係数 

 

表１ 各変調方式との干渉軽減係数（ＩＲＦ） 

希望波 干渉波 ＩＲＦ[ｄＢ] 

デジタル 

ＳＴＬ／ＴＴＬ  

デジタル 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 

周波数差[kHz] 

０ 100 200 300 400 

６４ＱＡＭ 

６４ＱＡＭ ０ 37 48 48 48 

３２ＱＡＭ ０ 37 48 48 48 

１６ＱＡＭ ０ 37 48 48 48 

ＱＰＳＫ ０ 37 48 48 48 

３２ＱＡＭ 

６４ＱＡＭ ３ 40 51 51 51 

３２ＱＡＭ ３ 40 51 51 51 

１６ＱＡＭ ３ 40 51 51 51 

ＱＰＳＫ ３ 40 51 51 51 

１６ＱＡＭ 

６４ＱＡＭ ６ 43 54 54 54 

３２ＱＡＭ ６ 43 54 54 54 

１６ＱＡＭ ６ 43 54 54 54 

ＱＰＳＫ ６ 43 54 54 54 

ＱＰＳＫ 

６４ＱＡＭ 13 50 61 61 61 

３２ＱＡＭ 13 50 61 61 61 

１６ＱＡＭ 13 50 61 61 61 

ＱＰＳＫ 13 50 61 61 61 
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表２ 各変調方式との干渉軽減係数とのＩＲＦ 

希望波 

干渉波 

ＩＲＦ[ｄＢ] 

デジタル 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 

周波数差[kHz] 

０ 100 200 300 400 

６４ＱＡＭ 

アナログ 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 

０ 37 48 48 48 

３２ＱＡＭ ３ 40 51 51 51 

１６ＱＡＭ ６ 43 54 54 54 

ＱＰＳＫ 13 50 61 61 61 

６４ＱＡＭ 

アナログ 

監視・制御用 

４ 42 53 53 53 

３２ＱＡＭ ７ 45 56 56 56 

１６ＱＡＭ 10 48 59 59 59 

ＱＰＳＫ 17 55 66 66 66 

 

表３ 各変調方式との干渉軽減係数とのＩＲＦ 

希望波 干渉波 

ＩＲＦ[ｄＢ] 

周波数差[kHz] 

０ 100 200 300 400 

アナログ 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 

デジタル 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 
-14 36 37 41 41 

アナログ 

監視・制御用 

デジタル 

ＳＴＬ／ＴＴＬ 
13 72 75 82 82 
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別添１ 

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会 構成員 

 

（敬称略、構成員は主査及び主査代理を除き五十音順） 

主 査 伊東 晋 東京理科大学 理工学部 教授（平成 27年１月 26日まで） 

主 査 伊丹 誠 東京理科大学 基礎工学部 教授（平成 27年１月 26日から） 

主査代理 都竹 愛一郎 名城大学 理工学部 教授 

委 員 相澤 彰子 国立情報学研究所 情報学資源研究センター 教授 

専門委員 井家上 哲史 明治大学 理工学部 教授 

〃 甲藤 二郎 早稲田大学 理工学術院 教授 

〃 喜安 拓 一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 副理事長 

〃 関根 かをり 明治大学 理工学部 教授 

〃 高田 潤一 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

〃 丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授 

〃 野田 勉 一般社団法人日本ケーブルラボ 実用化開発グルー 

プ 主任研究員 

〃 松井 房樹 一般社団法人電波産業会 専務理事 

〃 村山 優子 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授 

〃 矢野 博之 独立行政法人 情報通信研究機構 ワイヤレスネッ 

トワーク研究所 所長 

〃 山田 孝子 関西学院大学 総合政策学部 教授 
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別添２ 

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委員会 

ＳＴＬ／ＴＴＬ作業班 構成員 

 

（敬称略、構成員は五十音順） 

主 任 甲藤 二郎 早稲田大学 理工学術院 教授 

構成員 荻野 喜美雄 一般社団法人 日本コミュニティ放送協会 理事・相談

役 

〃 小竹 信幸 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 企

画・技術部門 技術グループ 担当部長 

〃 甲斐 章 株式会社ＮＨＫアイテック 放送・通信ネットワーク

事業部 ソリューション技術部（企画・開発） チーフ

エンジニア 

〃 川島 修 株式会社エフエム東京 技術部長 

〃 平川 靖紀 日本放送協会 技術局 計画部 副部長 

〃 丸山 活輝 信越放送株式会社 技術局 技術部長 

〃 三浦 洋 株式会社ニッポン放送 技術局長 

〃 宮下 敦 株式会社日立国際電気 映像・通信事業部 製品設計統

括本部 通信装置設計本部 放送設備設計部 部長 

 

22 
 


